
（2）理事及び監事並びに評議員の名簿
／（3）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4）事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

第三十三条　この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

（会計処理の基準）

第三十四条　この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理

事会において定める経理規程により処理する。

（臨機の措置）

第三十五条　予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし
ようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第七章　解散

（解散）

第三十六条　この法人は、社会福祉法第四十六条第一項第一号及び第三号から第六号までの

解散事由により解散する。

（残余財産の帰属）

第三十七条　解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議

員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人の

うちから選出されたものに帰属する。

第八草　定款の変更

（定款の変更）

第三十八条　この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、埼玉県知事の認
可（社会福祉法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも
のを除く。）を受けなければならない。

2　前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を埼

玉県知事に届け出なければならない。

第九章公告の方法その他

（公告の方法）

第三十九条　この法人の公告は、社会福祉法人さとう会の掲示場に掲示するとともに、官報、

新聞又は電子公告に掲載して行う。

（施行細則）

第四十条　この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、

この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長　　佐藤　弘子

理　事　　林　茂
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